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世田谷ナンバー 

世田谷ナンバーは、不正なアンケートにより導入されたことが違法であるとして、住

民らに訴訟を提起されたご当地ナンバーである。本稿では、訴訟の原因となった不正

アンケートの数的矛盾、保坂展人世田谷区長による世田谷ナンバー導入ありきの誘導

行為を取り上げ、世田谷ナンバーの導入に関して、民主主義とは相いれない事実があ

ったことを詳述する。 

 本稿では、世田谷ナンバー問題の本質である「不正アンケート」にフォーカスす

る。世田谷ナンバーによる地域経済の活性化、世田谷ブランド構築、車のナンバーの

嗜好等の問題には言及しない。これらの問題は、「不正アンケート」とは問題の本質

が異なるからである。 
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1．概要 

世田谷ナンバーは、2014 年に導入されたご当地ナンバーである。ご当地ナンバーと

は、通常、車のナンバーには、管轄する陸運局の所在地が表示されるが1、地域名の表

示も可能になった制度である。国土交通省が登録台数等の条件を提示し、希望する地

方自治体を募集、各自治体が都道府県に申請し、要件を満たせば同省が認可するもの

である。 

 

1 従来の陸運局ナンバーは、「品川」である。（品川区東大井 1 丁目 通称 鮫洲 世田谷

ナンバーになっても、世田谷に陸運局ができたわけではないので、陸運局管轄は同じであ

る） 
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2013年 2 月、ご当地ナンバー（第 2 弾）導入要綱（当時）2が同省より発表され、単

独の自治体でも、10万台以上の登録があれば、「ご当地ナンバー」が申請できるよう

になった。 

世田谷区内においては、地元商工団体が「世田谷ナンバー」推進活動を開始し、保

坂展人区長に対し、「世田谷ナンバー」実現の働きかけを行った。3 

なかでも、世田谷信用金庫理事長 大場信秀氏（東京商工会議所世田谷支部会長）

が、「世田谷ブランド」というコンセプトを打ち出し、中心となって推進活動を行っ

ていたことが知られている。4 

 

2 ご当地ナンバー第 2 弾の導入要綱（2013 年） 

https://www.mlit.go.jp/common/000988760.pdf 

3 当該商工団体から保坂区長への文書 

「世田谷ナンバーを実現する会」への参加について 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJT5rbPKIeXKFxgHw?e=ZNDGct 

・世田谷区における「ご当地ナンバー」の導入について 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJUhxPzAF-dKtonxQ?e=PnkVtR 

 

4 世田谷人図鑑  世田谷信金理事長 大場氏が「世田谷ブランド」に言及する 16:00

辺りから 

https://www.youtube.com/watch?v=8aYDUH6zAlU&t=1093s 

 

https://www.mlit.go.jp/common/000988760.pdf
https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJT5rbPKIeXKFxgHw?e=ZNDGct
https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJUhxPzAF-dKtonxQ?e=PnkVtR
https://www.youtube.com/watch?v=8aYDUH6zAlU&t=1093s
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保坂展人区長は（以下保坂区長）、世田谷の商工団体の意向をくみ、世田谷区自ら

も、当該推進団体が主宰する「世田谷ナンバーを実現する会」に加入し、推進活動を

行った。当該推進団体の会員らとともにＰＲ・署名活動を行い、最終的に世田谷区

は、区民アンケートにて「住民の約８割の賛成（賛意）を得た」として、2014 年 6

月、東京都に「世田谷ナンバー」を申請している。5 

しかし、世田谷区ＨＰ上に公表された区民アンケート結果は、回答者の 74％が 60

代以上（住基台帳上、60 代以上の比率は 29％→区 HP統計情報館より筆者計算6）、

20 代の回答者はわずかに 0．2％ 3名 （同 15％）、居住 3 年未満（世田谷区の例

年のアンケート調査では約 10％ 項番 2(2)居住年数の異常な偏りで詳述）の人たちの

回答数はゼロになっているなど、実際の住民属性と大きく乖離しており、アンケート

対象者が住基台帳から無作為抽出されていないことが一目瞭然であった。（数字の出

所については、項番 2 にて後述）世田谷区議会においても、無所属の議員らを中心に

「世田谷ナンバー」に反対する区民らを代弁する形で、アンケートの不正が追及され

た。 

 

5 東京都への申請文書 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflicwW-y_VqnMftsxmPA?e=JwoBGS 

 

6 平成 25 年（2013 年）の世田谷区の年齢別人口 | 世田谷区ホームページ (setagaya.lg.jp) 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflicwW-y_VqnMftsxmPA?e=JwoBGS
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/003/010/d00123418.html
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ところが、保坂区長はアンケートの不正を認めず、反対意見は考慮されることな

く、そのまま推し進められた。言い換えれば、ご当地ナンバー導入要綱第 1 弾では地

方議会の承認が必要であったが、第 2 弾より不要になり、事実上、区長権限で「世田

谷ナンバー」を押し通すことが可能であった。7 

世田谷ナンバーは、東京都、国交省においても、アンケート不正が問題にされること

もなく、区民から見れば、説明が尽くされているとは言い難い状況下ではあったが、8

審査が通過し、2014 年 11 月からスタートした。 

2．不正アンケートについて 

 （1）異常な年齢の偏り 

キーワード 大数の法則9 

ご当地ナンバーは、自動車ユーザが従来の陸運局管轄ナンバー（世田谷の場合は

「品川」）との選択はできず強制を伴うため、2013 年当時の導入要綱においては、ア

ンケート等で住民の意思を確認しておくことが要求されていた。（前出のご当地ナン

バー第 2弾 導入要綱を参照） 

 

7 脚注２と同様。ご当地ナンバー第 2弾の導入要綱（2013 年） 

https://www.mlit.go.jp/common/000988760.pdf 

8 このことは、結果的に区民らによって、保坂区長が提訴された事実によって、説明でき

よう。 

9 数学的証明は、p32 参考を参照されたい。 

https://www.mlit.go.jp/common/000988760.pdf
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世田谷区からアンケート対象者に送付された案内書には、対象者は住民基本台帳か

ら 20 歳以上の方、4，000 名（日本人のみ）を統計的手法に基づき無作為抽出すると

記述がされていた。10 

同様に区のＨＰにも、住基台帳から統計的手法を使った無作為抽出と明記されてあ

る。11実施されたアンケート結果は表 1 のようになっていた。12（世田谷区ＨＰより） 

 

10 アンケート送付案内書における統計的手法に基づいた無作為抽出の記述 

１P 下から 13行目 

 https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJRTYB1sbcvFAMlEQ?e=NIZDTY 

 

11 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/d00126207.html 

12  https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/d00126207.html 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJRTYB1sbcvFAMlEQ?e=NIZDTY
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/d00126207.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/d00126207.html
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表 1 世田谷区が区民向けに行ったアンケート 
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対象者を統計的手法に基づき無作為抽出したと明記されているにもかかわらず、当ア

ンケートは、下記の表 2の通り、2013 年当時の成人における世田谷区の年齢構成比率

と大きく乖離している。さらに、母集団（住基台帳）とアンケートとの適合性をチェ

ックするための性別の設問が設けられていない。 

表 2 アンケートの年齢構成比率と住基台帳における年齢構成比率の乖離 

 

世田谷区公式ＨＰ 統計情報館から作成13 

一見して、問 1の回答数の割合において、60代以上に過大な偏り、20，30 代に過小

な偏りがあり、この段階で、アンケート対象者が、統計的手法に基づき、無作為に抽

出されていないことがほぼ断定できよう。 

 

13 平成 25 年（2013 年）の世田谷区の年齢別人口 | 世田谷区ホームページ 

(setagaya.lg.jp) 

（表1の問1を再掲） 実際の年齢構成比率

問１　あなたの年齢をお聞かせください。 （2013年当時）

項目番号 項目内容 回答数 割合 年齢 割合

1 ２０代 3 0.2% ２０代 15.2%

2 ３０代 67 3.4% ３０代 21.3%

3 ４０代 227 11.4% ４０代 20.4%

4 ５０代 215 10.8% ５０代 13.7%

5 ６０代以上 1,467 73.9% ６０代以上 29.4%

男 女

47% 53%
？ 区HPには、20歳以上の男女を無

作為抽出とあるが、性別の設問が設

定されていない

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/003/010/d00123418.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/003/010/d00123418.html
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統計学には、大数の法則という基本定理がある。これは、一定数以上の標本を統計

的手法に基づいて無作為抽出したら、その標本平均や比率は、母集団の平均や比率に

近似するという定理である。例えば、世田谷区の平均年齢が 42歳であれば、ある一定

数以上（標本数は誤差をどれくらい許容するかで決まる。4 千件の標本誤差は 1．

58％であり「表 4 にて計算法を記述」、4 千件は十分な標本数と言える）、統計的手

法を使って無作為抽出したら、抽出された人たちの平均年齢も 42 歳前後になる。世田

谷区民の 60 代以上の年齢構成比率が 29％だとすると、抽出された人々における 60 代

以上の年齢構成比率も 29％前後にならなければ、無作為抽出が適切に行われなかった

のではないかと疑わなければならない。 

ビッグデータ時代と言われる現代にあっても、政府、地方自治体が全数調査をやら

なくても、一定数の標本調査で国民、地域住民の意思を確認できるとしているのは、

統計学の基本定理である大数の法則が認識されているからである。 

しかも、街頭調査などのように、たまたまインタビューのタイミングで高齢者に偏

る可能性があるケースと異なり、本件の場合は、住基台帳という明確な母集団リスト

が存在する。統計的手法を使った無作為抽出であれば、抽出された標本は、実際の世

田谷区に近似していなければならない。表 2 のように実際の年齢構成と大きく異なる

結果が出たのであれば、無作為抽出が適切に行われなかったとして、無効かやり直し

である。世田谷区が、あくまでも対象者を公正に住基台帳から無作為に抽出したと主
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張するのであれば、表 1の回答結果に付け加えて、第 3 者が納得できるように、下記

の表 3 のように、対象者を抽出した際の各年代別・男女別送付数及び送付割合を追加

すべきである。（太線で囲った部分 もっともこれをやれば、作為したことを白状す

るようなものだが） 

表 3 住基台帳から統計的手法を使った無作為抽出と第 3者に信じてもらうには 

 

表 2 の実際の世田谷区の年齢構成比率を使い、住基台帳から統計的手法を使って無作

為抽出すれば、4，000 件のアンケートが年齢別にどのように配布されるかを計算する

と、表 4のようになる。  

 

   

（表1の問1を再掲） 住基台帳の年齢構成比率を追随

問１　あなたの年齢をお聞かせください。 していることが必要

項目番号 項目内容 回答数 割合 住基台帳 送付数 送付割合

1 ２０代 3 0.2% 15.2% 598 15.0%

2 ３０代 67 3.4% 21.3% 839 21.0%

3 ４０代 227 11.4% 20.4% 812 20.3%

4 ５０代 215 10.8% 13.7% 557 13.9%

5 ６０代以上 1,467 73.9% 29.4% 1,195 29.9%

6 男性 47.0% 1,900 47.5%

7 女性 53.0% 2,100 52.5%

住基台帳から無作

為抽出であること

を証明する必須情

報
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表 4 統計学の基本定理に従った場合の各年代の送付数 

 

上記の元アンケート結果に合わせ、回答率が低かった 20代～50 代は下限方向に標本

誤差が発生した（実際の比率より少なく抽出）と仮定して「ｂ誤差発生時の下限

値」、回答率が高い 60 代以上は上限方向に標本誤差が発生した（実際の比率より多く

抽出）として「ｃ誤差発生時の上限値」をあてはめ、想定される各年代の送付数と元

のアンケート結果とつき合わせると、下記のようになる。（表 5）    

（つまり、統計的に許される範囲で、アンケート結果に寄り添って抽出する） 

年齢

実際の年齢構成

比率(2013年 区

HPより）

a 年齢構成比率か

ら計算される送付数

b 誤差発生時

の下限値

ｃ 誤差発生時

の上限値

２０代 15.2% 608 598 618

３０代 21.3% 852 839 865

４０代 20.4% 816 803 829

５０代 13.7% 548 539 557

６０代以上 29.4% 1,176 1157 1195

合計 4,000

アンケート件数 4,000 単位　人

回答者数 1,984

標本誤差 1.58%

送付数の計算例(20代のケース）

a 

ｂ 標本誤差下限

c  標本誤差上限

標本誤差から、20代の標本抽出数は、598人から618人の間である可能性が高い。

 
           

     

1段階抽出、95%信頼度 回答率

を50%とした場合 計算式→

アンケート総数 4,000  × 年齢構成比率15.2％＝ 608人

標本誤差は1.58%なので、608人× (1-0.0158) = 598人

同様に、608人× (1+0.0158) = 618人

回答率 49.6%
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表 5 無作為抽出した場合の各年代の送付数（標本誤差を考慮）と実際の回答数 

  

(＊注 右の表の送付数には、20～50 代が下限値、60代以上は上限値を当てはめてい

るので、合計 4,000 にならないが、26人の差なので分析結果には影響を与えない。) 

これを見ると、60 代以上において、住基台帳から統計的手法を使った無作為抽出とい

う条件下であれば、算数的にあり得ない結果が起きている。アンケート件数 4，000

件から、想定される最大誤差が上限側に発生したとしても、アンケート送付数は 1，

195 人にしかならない。1，467 人という回答数を得るには、120％以上の回答率が必

要である。 

世田谷ナンバーアンケートにおいては、20 代の 99．5％、30代の 92％が回答しなか

ったことになる。各種アンケートでも 20 代の回答率の低さは、よく指摘されるが、こ

の結果は程度を超えており、たったの 3件という回答数は誤差とみなすことができ、

そもそも 20 代にアンケートが送られたのかという問題を提起できるレベルである。 

30 代も 20 代に比べればましだが、同様の問題が指摘できよう。40 代、50 代は比較的

回答率が高い世代であるが、世田谷ナンバーアンケート全体の回答率が約 50％である

問１あなたの年齢をお聞かせください。 統計的手法に基づき無作為

抽出した場合の送付数

項目番号 項目内容 回答数 割合 送付数 回答数 回答率

1 ２０代 3 0.2% 598 3 0.5%

2 ３０代 67 3.4% 839 67 8.0%

3 ４０代 227 11.4% 803 227 28.3%

4 ５０代 215 10.8% 539 215 39.9%

5 ６０代以上 1,467 73.9% 1,195 1,467 122.8%

（再掲） 
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にもかかわらず、これらの世代の回答率が平均値にも達していない。理由は、言わず

もがな、60 代以上の回答率が 123％というあり得ない結果に起因するものである。 

（2）居住年数の異常な偏り 

 表 6 世田谷ナンバーアンケートの居住年数 

再掲 

 

居住 3 年未満の回答数が 0 になっているが、これも年齢構成比率同様、算数的にあり得

ない。世田谷区は、毎年、区民意識調査というアンケート調査を行っているが、直近の

2021年の定住性という調査項目には、過去 10年間の居住年数の推移が時系列で表示さ

れている。（図 1）14 

   

 

14 対象 4,000 名 層化 2段無作為抽出法

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/006/003/d00192894_d/fil/03.pdf 

 

問２　あなたは、世田谷区にはどのくらいの期間お住まいですか。

項目番号 項目内容 回答数 割合

1 ３年未満 0 0.0%

2 ３年以上５年未満 1 0.1%

3 ５年以上１０年未満 3 0.2%

4 １０年以上 1,976 99.6%

0 無回答 4 0.2%

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/006/003/d00192894_d/fil/03.pdf


14 

 

図 1 2021 年区民意識調査における世田谷区民の居住年数（過去 10 年） 

 

世田谷ナンバーアンケートが行われた 2013 年（平成 25 年）、居住 3 年未満の比率は、

10．3％、10 年以上は、71．3％となっている。統計学の大数の法則を適用すれば、4，

000 件×10．3％≒412 となり、居住 3 年未満の 412 人前後の人たちに、アンケート用

紙が送られているはずだが、回答者はゼロである。区民意識調査における居住年数から

計算される回答数と世田谷ナンバーアンケートの回答数を比較してみると、下記の表 7

ようになる。 
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表 7 区民意識調査における居住年数から計算される送付数との比較 

 

世田谷ナンバーアンケートにおいて、居住 3 年未満の回答者がゼロ、回答者の 99．6％

が居住10年以上であるということは、項番2の年齢構成比率の偏りと併せて考えると、

統計的手法に基づいた無作為抽出は行われておらず、結果が操作されたと断定して間違

いない。 

区民意識調査における居住年数を過去 10 年時系列に見ると、世田谷区民の居住年数は、

おおざっぱに 10 年未満が約 3 割、10年以上が約 7 割で推移している。世田谷ナンバー

アンケートの回答者の 99．6％が居住 10 年以上であるということは、母集団が住基台

帳である区民意識調査と約 30％弱の乖離が生じており、（区民意識調査では、10年以上

居住は 71.3％ 表 7）世田谷ナンバーアンケートの母集団が，住基台帳ではないのでは

ないかという疑いが自然と沸き起る。 

（3）性別の設問がない 

区の公的なアンケートにもかかわらず、性別の設問がないことも、世田谷ナンバーア

居住年数    → ３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上 無回答

区民意識調査 10.3% 8.2% 8.0% 71.3% 1.1%

世田谷ナンバーアンケート 0.0% 0.1% 0.2% 99.6% 0.2%

回答数    → ３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上 無回答 備考

区民意識調査 242 193 188 1,677 26 n=2352

世田谷ナンバーアンケート 0 1 3 1,976 4 n=1984

nは回答数

回答数に各比率をかけると

注：区民意識調査は、３年以上５年未満 、５年以上１０年未満 が、それぞれ、3年以上6

年未満、6年以上10年未満となっていあるが、分析結果に影響を与えない。
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ンケートの不自然さを際立たせている。性別の設問は、案件によっては、結果から性差

を分析するという意味もあるが、この場合、年齢、居住年数と同様、アンケート対象者

と母集団との適合性をチェックするためという意味合いが大きい。性別を省くという行

為は、結果の操作に直結しやすい。例えば、ある団体の会員名簿において男女比 8：2

だと仮定し、この会員名簿から対象者を抽出したら、男女の回答比率も 8：2 の近傍に

なろう。世田谷の成人男女比は 47：53 であり、（世田谷区ＨＰ 統計情報館 2013 年

データより筆者計算）統計的手法を使った住基台帳からの無作為抽出であれば、男女回

答比率は 47：53 という比率の近傍になるはずである。（少なくとも、男女均衡する） 

つまり、性別の設問を省くと、住基台帳でない母集団から対象者を抽出したことを隠ぺ

いすることができる。（あくまでも理解のための例である。ある団体の名簿が使われた

という確証はない） 

回答者の 74％が 60 代以上、同じく 99．6％が居住 10 年以上、60 代以上の回答率が

120％を超えているという決定的な証拠から、統計的手法に基づいた無作為抽出は行わ

れておらず、結果が操作されたことは間違いない。それに付け加えて、性別の設問が設

けられていないことは、アンケートの母集団が住基台帳ではないのではないかという強

い疑念を抱かせる。 

なぜなら、年齢や居住年数は、たとえ結果が住基台帳と数的に矛盾していても「世田谷

に長年住み、世田谷を愛する高齢者に世田谷ナンバーは支持された」というような物言
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いができないことはないが、住基台帳と大きく異なる男女比は、母集団が住基台帳であ

ると言い切ることが極めて困難になる。したがって、敢えて性別の設問を設けなかった

可能性が考えられるからである。 

3．アンケートにおける誘導行為 

アンケート対象区民に送られた世田谷ナンバーの賛否に問うアンケート用紙には、保

坂区長名で「世田谷ナンバー新設に関するアンケートのお願い」というタイトルの文書

が同封されていた。15それには、「7 つの県より人口が多い世田谷区にあって、私たちの

町世田谷の名前を車のナンバーに掲げることはごく自然であり16、世田谷ナンバーの新

設をきっかけとして、さらに魅力ある街世田谷を作りたい、と考えています。」とあた

かも世田谷ナンバー導入が既定路線であるかのように書かれていた。否定を避けたがる

（世田谷ナンバー反対）人間心理を利用した露骨な誘導行為と言えよう。 

さらに、下記の質問（表 8、表 9）は、恣意的に賛成誘導しているのでないかと疑わ

 

15 https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJRTYB1sbcvFAMlEQ?e=8rzdpZ 

 

16 自動車業界関係者の間では、運転免許を持っていないか、ペーパードライバーの意見

という指摘もある。自動車ユーザにとっては、車のナンバーは住んでいる場所ではなく、

陸運局所在地（品川区東大井 1 丁目 車ユーザには、通称 鮫洲で知られている）という

のがこれまでの認識であり、その認識を変えることができるのは、世田谷に陸運局ができ

ることである。世田谷に陸運局ができたわけでもないのに「世田谷ナンバー」などナンセ

ンスという話は、主に自動車関係者の間では、よく語られた話のようである。実害とし

て、従前は書類上の手続きで済んだ案件が、世田谷ナンバーができたため、鮫洲まで車を

持ち込まないといけなくなり、煩雑になったという話を聞く。 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflgqJRTYB1sbcvFAMlEQ?e=8rzdpZ
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れる、通常のアンケートとは異なる質問形態であった。 

 

表 8 恣意的質問 1 

再掲 

 

問４の回答には、「賛成・反対」しか選択肢がない。「区民意識調査」をはじめ区が行う

アンケート調査にこの 2 つしか回答の選択肢がないものは存在しない。「どちらかとい

うと賛成」「どちらかというと反対」「どちらでも良い」「わからない」などの選択肢が

あることが一般的であり、否定を避けたがる人間心理を悪用した賛成誘導と見られても

不思議ではない。 

表 9 恣意的質問２ 

再掲 

 

「期待される効果」があるとすれば、「期待されない効果」もあるはずである。 

問４　あなたは、「世田谷ナンバー」の新設について、どう思いますか。

項目番号 項目内容 回答数 割合

1 賛成 1,574 79.3%

2 反対 302 15.2%

0 無回答等 108 5.4%

問５　世田谷ナンバーの実現により、期待される効果をお聞かせください。（複数回答可）

項目番号 項目内容 回答数 割合

1 知名度の向上 1,165 26.1%

2 地域振興 667 14.9%

3 産業の活性化 419 9.4%

4 観光振興 331 7.4%

5 愛着の深まり 1,162 26.0%

6 一体感の醸成 577 12.9%

7 その他 147 3.3%
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例として、 

1. 今後、車を新規購入したり買い替えたりすると、世田谷ナンバーが強制され、品川ナ

ンバーが使えなくなる。17 

2. 居住地域が世田谷区であると特定される。 

3. 車のナンバーを世田谷にしたからと言って、経済的効果があると思えない。 

等々、導入のデメリットという項目がないことは不自然であり、恣意的である。 

そもそも、住んでいる場所の表示名が自然というのは、定量的に裏付けられた結果で

あろうか。車ユーザにとっては、陸運局所在地18（品川区東大井 1丁目 通称 鮫洲 京

浜急行 鮫洲駅徒歩 5 分）が車のナンバー表示名であるというのがこれまでの認識であ

った。 

例えば、車ユーザにとって、2 年に 1回、車検を通す必要がある。最近では車検代を

節約するために、それを指南する YOUTUBE 等の存在もあり、ユーザ自身が車を陸運

局に持ち込むユーザ車検も多くなってきており、全体の 3割を占めていると言われてい

 

17 世田谷ナンバー裁判の原告の中には、刑事ドラマ等に使う劇用車と言われるパトカー等

をレンタルする仕事を営む者がいた。警視庁が桜田門(千代田区)にあるため、品川ナンバ

ーのパトカーを手配するようにと依頼主から言われることが多く、駐車場を世田谷におい

ていたが、品川ナンバーが取れなくなり、業務上、実害が出ているという。 

 

18 陸運局所在地 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/map_tokyo.html 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/map_tokyo.html
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る。19 ユーザ車検をやるにせよ、業者に任せるにしろ、マイカーを維持していくため

の作業は、通称「鮫洲」で行われている。20 

世田谷陸運局ができたのなら、これらの作業を世田谷で行うため「世田谷ナンバー」も

理解できないわけではないが、陸運局が存在しない「世田谷」をナンバーにすることを

自然とは思わない区民も少なからずいるはずである。 

4．世田谷ナンバー裁判について 

（1）東京高裁の事実認定確定 

世田谷ナンバーアンケートにおいて、対象者を住基台帳から統計的手法を用いた無作

為抽出が行われず、結果が操作されたことは、定量的に証明でき事実である。（項番 2

の「不正アンケート」参照） 

世田谷区議会においても、同様の観点から、不正アンケートについて追及がなされたが、

結局、保坂区長によって押し切られた。（再掲 項番 1 概要参照 2013年度のご当地ナ

ンバーの申請に地方議会承認は不要 ） 

このため、2014 年 11 月、世田谷区民 169 名が、不正なアンケートによって強制的に

導入された「世田谷ナンバー」は違法であるとして、保坂区長と世田谷区を相手取り提

 

 

19 ユーザ車検の割合 

https://www.keikenkyo.or.jp/information/attached/0000020341.pdf 

20 運輸支局「検査ライン」の実態！＜前編＞ 【車検の現場から】：大人の社会科見学に出

かけよう｜カーセンサーnet (carsensor.net) 

https://www.keikenkyo.or.jp/information/attached/0000020341.pdf
https://shaken.carsensor.net/visit/shaken_report/shaken_kensa1.html
https://shaken.carsensor.net/visit/shaken_report/shaken_kensa1.html
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訴する事態に発展した。（原告代表 田中優子世田谷区議） 

当裁判は、原審（東京地裁）、控訴審（東京高裁）と進み、最高裁において上告棄却と

なったため、最高裁による東京高裁判決の確定判決が決定した。 

東京高裁判決は、公務員の業務上の行為（この場合アンケート業務）は、違法にはなら

ないという従来の判例を踏襲し、違法とは判断されず、原告の敗訴が確定した。しかし、

違法か合法かを判断するための対象となる事実に関しては、世田谷ナンバーアンケート

が不適切であること、1審裁判例21が事実誤認していることを認定した。22（詳細は東京

高裁判決を参照。下線部分。 および P2 下から 4 行目「原判決 16 頁 9 行目から 19 頁

5 行目までを、次の通り改める」が 1 審の事実誤認部分）23 

（2）世田谷ナンバー裁判におけるマスコミ等の切り取り報道と事実誤認 

東京高裁判決の通り、世田谷ナンバー裁判における原告の訴訟理由は、「不正なアン

ケートによる導入は違法」であるが、裁判であるがゆえに、不正アンケートによって生

じる可能性がある損害の具体例を挙げておく必要があった。その一つにプライバシーの

 

21 下級裁判所では、判決と言わず裁判例という。裁判例はほかの訴訟に参考にされること

はなく、判決は高裁以上である。 

 

22 下線部分  

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflicwxYG6WhU76s1nWOg?e=4RMbgd 

23 東京地裁裁判例（16 頁 9 行目から 19 頁 5 行目が事実誤認とされた箇所） 

 https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlfli6JKhFupu7jTCWlFlw?e=lS0Jbd 

 

https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflicwxYG6WhU76s1nWOg?e=4RMbgd
https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlfli6JKhFupu7jTCWlFlw?e=lS0Jbd
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侵害があったが、訴訟初期段階において、この部分を一部メディアに切り取られ、24そ

の後もあたかも訴訟理由がプライバシーの侵害であるかのように報じられ、論評されて

いる。25 これは、事実誤認であり、主客転倒している。 

そもそも、プライバシーの侵害という理由だけでは、裁判を闘うには証拠として弱く、

現実的には裁判をあきらめざるを得ない可能性が高いと考えられる。その社会通念を打

ち破る奇特な人たちが世田谷にいるという面白おかしい報道に使われた感がある。 

世田谷ナンバー裁判は、不正アンケートという明確な証拠が存在したため、裁判を引き

受けてくれる弁護士も現れ、原告は車のナンバーという問題で提訴できたと見るべきで

あろう。 

東京高裁判決が示す通り、当裁判は、不正アンケートが違法であるというほぼ一点で争

われた。26 

5．世田谷ナンバーアンケートの不正が行われた理由 

しかしなぜ、保坂区長は、公人としての見識を疑われるような、何の細工もされてい

 

24 https://www.huffingtonpost.jp/2014/10/28/setagaya-number-plate_n_6064722.html 

 

25 ご当地ナンバーWikipedia ご当地ナンバーに対する批判 世田谷ナンバーに関する記

事等 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%94%E5%BD%93%E5%9C%B0%E3%83%8A%E

3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC 

 

26 P1下から１１行～下から 7行 または P2 下から 4行～P3 上から 3行 （両文ともほ

ぼ同意） https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflicwxYG6WhU76s1nWOg?e=4RMbgd 

https://www.huffingtonpost.jp/2014/10/28/setagaya-number-plate_n_6064722.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%94%E5%BD%93%E5%9C%B0%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%94%E5%BD%93%E5%9C%B0%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC
https://1drv.ms/b/s!AsfGIyH6nlflicwxYG6WhU76s1nWOg?e=4RMbgd


23 

 

ない、操作したことが一目瞭然であるアンケートを公にし、メディア等の前で 8 割の区

民が賛成し、区民の賛意を得たと言い切れたのであろうか。 

別の言い方をすれば、アンケートの捏造が行われたのは、アンケートを民主主義に基づ

いて実施すれば、賛成が反対に対し優位にならない可能性があると見ていたにしても、賛成

8 割はいかにも作為を疑われやすい数字である。賛成反対は６：４ぐらいに抑え、後々区民

が裁判に訴えることができないように、このアンケートは捏造されているという証拠を

立証できない形に、なぜしなかったのかという素朴な疑問である。 

世田谷ナンバーは、2014 年 11 月よりスタートした。2015 年 4 月には、保坂区長に

とっては 2 期目の区長選挙があり、保坂区長が世田谷ナンバー推進団体（項番１ 概要

を参照）からの選挙協力を期待したことが、アンケートの不正につながったのではない

かという見方をする世田谷区民が一定数いるものと思われるが、この領域は主観的にな

りやすい。 

したがって、本稿では、選挙絡みの問題に言及するのは控え、より客観性のある事実と

して、裁判等を通じてわかった不正アンケートが行われた二つ理由を記述する。 

（1）保坂区長のデータリテラシーの低さ 

キーワード 

「保坂区長は、標本調査（アンケート）と全件調査（選挙）の違いを理解していない」 

世田谷ナンバー裁判において、保坂被告は、原告の「世田谷ナンバーアンケートは、年

齢等が偏っており住民ニーズを反映していないため、無効であり再調査すべき」という

主張に対し、弁護士経由で下記のように反論している。 
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アンケートの無効については、 

「原告らは、結果の均質性（筆者注 住基台帳との適合性の意）の確保が民意の必要条

件であるかの如くいうが、これが必ずしも正しくないことは、より民意を正確に反映す

ることが求められる選挙において、投票者の多数が高齢者であったなど、結果として投

票者の属性に偏り（筆者注 原文は偏頗
へ ん ぱ

）があったことを理由に、民意が反映されてい

ないとしてこれを無効にすることがない例を見ても明らかである。」 

アンケートの再調査では、ほぼ同じ論調で、 

「原告らは、結果の均質性が確保されていない場合にはアンケート調査の再実施が必要

条件であるかのごとく言うが、これが必ずしも正しくないことは、投票者の多数が高齢

者であったなど、結果として投票者の属性に偏頗があったことを理由に、再度選挙の実

施を認めれば、為政者の満足する結果が得られるまでやり直しを許容することになり、

かえって恣意を招くことになる例を見ても明らかである。」と反論している。27  

言うまでもなく、選挙は投票用紙が有権者全員に配布される。アンケートに例えれば、

全件調査であり、高齢者に偏っても偏らなくても、年齢を問題にしようがない。一方、

 

 

27 保坂被告反論書面 アンケートの無効については、下線部分のうち、P4上から 9 行目

から 13行目、アンケートの再調査については、P４下から 5行目から P５上から 1 行目で

反論している。 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABfQ3UvfKj%5F2cGA&cid=E5579EFA2123C6C

7&id=E5579EFA2123C6C7%21157211&parId=E5579EFA2123C6C7%21156943&o=One

Up 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABfQ3UvfKj%5F2cGA&cid=E5579EFA2123C6C7&id=E5579EFA2123C6C7%21157211&parId=E5579EFA2123C6C7%21156943&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABfQ3UvfKj%5F2cGA&cid=E5579EFA2123C6C7&id=E5579EFA2123C6C7%21157211&parId=E5579EFA2123C6C7%21156943&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABfQ3UvfKj%5F2cGA&cid=E5579EFA2123C6C7&id=E5579EFA2123C6C7%21157211&parId=E5579EFA2123C6C7%21156943&o=OneUp
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標本調査は、全住民の中から一定数抽出し、年齢構成比率、性別比などの住民属性をで

きるだけ世田谷区全体に擬製することにより、住民の意見を推しはかろうとする手法で

ある。したがって、誰にどのような方法で、アンケート用紙を配布したのかが問題にさ

れなければならない。配布先の属性が実際と大きく乖離していれば、それこそ保坂被告

が当書面で反論した恣意を招くことになり、結果が無効であることは論を待たない。 

当反論書面を読む限り、保坂被告は、原告の統計学の基本定理を外しているアンケート

の無効・再調査という主張に対し、論点がずれた選挙の例を持ち出すなど、標本調査（ア

ンケート）と全件調査（選挙）の違いを全く理解していない。 

さらに保坂被告は、当反論書面において、前出の区民へのアンケート送付案内、（項

番 3 アンケートにおける誘導行為）あるいは世田谷区ＨＰに「住基台帳から統計的手

法に基づいた無作為抽出」（前出 P6 下から 2行）にて対象者を抽出すると宣言してい

るにもかかわらず、「無作為抽出のアンケート調査は、国交省に求められておらず、や

り方は自治体の裁量」とまで言い切り、作為抽出を正当化している。（同反論書面Ｐ3 下

から 8 行からＰ4 上から 8 行目まで） 

さらに続けて、同時期に申請された「平泉ナンバー」のイベント会場での調査例を出

し、他所も無作為抽出を行っていないと反論している。平泉の調査は、「住基台帳から

統計的手法に基づいた無作為抽出」であると住民に宣言して行った調査ではない。 

「アンケート対象者を住基台帳から統計的手法を使い無作為に抽出」と世田谷区民に
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宣言した事実に対し、そうはなっていないと原告区民は指摘しているにもかかわらず、

論点がずれた反論を展開した。（同反論書面Ｐ5 上から 10 行目 から下から 5 行目ま

で） 

（尚、世田谷ナンバーにおいては、平泉ナンバーのように一般区民が集まるイベント

会場等にアンケート用紙が設置されたことはない。一般区民に（特に反対の立場の）世

田谷ナンバーに対する意見表明の場がなかったことも問題の一つであった） 

しまいには、国交省も当アンケート結果を認めているので、問題なしと結論付けてお

り、国交省が善意の管理者であること（操作されたアンケート結果を論拠に、自治体が

申請しているとは思っていない）を逆手に取って反論している。 （同反論書面 Ｐ5

下から 4行目からＰ6 上から 6 行目まで） 

国交省は、2022 年 4 月、ご当地ナンバーの新導入要綱を発表、導入基準を変更し、

世田谷ナンバーアンケートのような住民属性に偏りがあるケースを認めないとしてい

る。（詳細については、項番 6 ご当地ナンバー新導入要綱を参照） 

国交省も、世田谷のような虚偽申告（住民の合意形成がアンケートの作為によるもの）

をしてくる自治体の存在を認識している可能性があろう。 

このように、統計的手法を使った無作為抽出が行われなければ、公平に世田谷区民の

意見をくみ取ることはできないという統計学の基本的な考えが欠落し、自分の都合のい

い手法で区民アンケートを実施できると保坂区長が考えている以上、区長としての見識
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が疑われようが、疑われまいが、明らかに結果を操作したとわかるアンケートが堂々と

発表されても不思議ではない。 

住民属性に大きな偏りがあり、区民の直感と異なる賛成 8割という極端な結果は、さす

がに操作したことを疑われるのではないかというデータリテラシーを、事実、保坂区長

は持ち合わせていなかった。 

（2）世田谷区議会のチェック機能 

世田谷ナンバーアンケートの不正を問題視し、議会において異議を申し立て、区長を

追及したのは、50 名の区議会議員のうちわずかに 3 名のみである。残りの 47 名の区議

会議員は、一見して作為の痕跡が残る不正アンケートに何ら異議を発しなかった。 

6．ご当地ナンバー新導入要綱 

2022年 4 月、国交省より 2025 年を開始年とするご当地ナンバー、図柄入りナンバー

に関する導入要綱が発表された。28 

これによれば、地域住民の合意を確認する方法に一定のルールが新たに設定されている。 

具体的には、下記の 2 点が新規に追加された。 

「（1）地域的その他属性の偏りがない等、適切な方法によりアンケート・ヒアリング等

を実施すること  

 

 

28 地方版図柄入りナンバープレート導入要綱 

https:/www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479403.pdf 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479403.pdf
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（2）新規・変更登録等をする車は、すべてご当地ナンバーに順次変更されること等の

新たな地域名表示の対象車を説明すること」29 

まさしく、「世田谷ナンバーアンケート」のような年齢構成比率、居住年数が実態と大

きく乖離し、性別の設問を省き、本当に住基台帳から無作為抽出したのかどうかも確認

できないような不適切な事例に対し、偏りのない適切な方法で実施せよという新たなル

ール設定と見られる30 

同時に国交省は、メディア向けに、図柄入りナンバーの導入数、普及率が公表したが、

表 10 の通り、世田谷ナンバーが導入数、普及率とも最下位であることがわかった。31 

 

 

29 世田谷ナンバー導入当初、従来の「品川」と選択制であると勘違いしていた区民が多数

いたという話を聞く。 

 

30 話を分かりやすくするため、導入要綱そのものではなく、導入要綱の骨子、変更点がまと

められた下記国交省 URLを参照されたい。 

https://www.mlit.go.jp/common/001472300.pdf 

P1 （１）② ア）イ） 

  イ）については、ご当地ナンバーは強制であることに関して、伝聞レベルではある

が、新車購入時等に従来のナンバーである「品川」との選択が可能と誤解していた区民

が一定数いたことがわかっている。 

31 https://kuruma-news.jp/post/522649 

https://www.mlit.go.jp/common/001472300.pdf
https://kuruma-news.jp/post/522649
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表 10 図柄ナンバー普及台数、普及率 ベスト 5 ワースト 5 

 

注：塗りつぶし：ご当地ナンバー 塗りつぶしなし：陸運局管轄ナンバー  

（国交省担当者に直接取材した結果より筆者作成） 

図柄ナンバーの廃止基準が発表され、今後の導入状況によっては、足切りに引っ掛かり、

世田谷の図柄ナンバー自体がなくなる可能性も出てきた。 

（国交省ＨＰには、同様の普及活動をしながら、順位に差がついているケースとして、

「つくば」と「世田谷」との比較がされている。（両者ともご当地ナンバー））32 

また、図柄ナンバーの廃止基準の発表と同時に、同省は、2022 年 11 月を期限に「ご当

 

 

32 P9 参考Ⅲ つくば 参考Ⅳ 世田谷 

https://www.mlit.go.jp/common/001461061.pdf  

2022年3月末現在　図柄数、普及率（申し込みベース）保有車両数は20年9月末　

台数ベスト５ 図柄数 保有車両数 普及率ベスト5 (単位％） 保有車両数

1 熊本 33,202 1,354,890 飛鳥 4.88 108,210

2 福山 17,509 599,540 富士山（山梨） 3.05 90,336

3 愛媛 15,307 988,786 松戸 3.03 188,890

4 奈良 13,781 693,894 弘前 2.96 126,187

5 つくば 11,892 794,282 出雲 2.9 153,180

台数ワースト５ 図柄数 保有車両数 普及率ワースト５ （単位％） 保有車両数

54 高松 1,191 302,752 宮崎 0.35 912,937

55 杉並 1,168 110,992 山口 0.33 857,340

56 板橋 1,107 128,863 石川 0.3 475,524

57 越谷 980 160,632 徳島 0.29 601,054

58 世田谷 699 214,752 世田谷 0.25 214,752

ご当地開始年 図柄開始

20年 20年

14年 18年

08年 18年

https://www.mlit.go.jp/common/001461061.pdf
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地ナンバー」の廃止も受け付けるとしている。33 

これを受けて、2022 年 6 月、田中優子世田谷区議は、区議会において、「世田谷ナン

バー」は、不正なアンケートにより導入されており、正しい方法でアンケートをやり

直し、世田谷ナンバー廃止か継続かを区民に問うべきであると訴えた。 

これに対し、保坂区長は直接答弁せず、経済産業部長や副区長らが、アンケートのや

り直しは行わず、図柄およびご当地ナンバーとも継続していくと回答している。34 

尚、後藤経済産業部長は、東京高裁の「アンケートが不適切」という事実認定に対し、

「アンケートは、4，000 名を無作為に抽出した。高裁の事実認定は、これからの行政

をすすめていくうえで十分に考えなければならない」と答弁したが、アンケートの不正

については言及しなかった。また、「世田谷ナンバーは、既に普及率 59％（12 万台）で

あり、廃止は適切ではない。」と答弁したが35、これは不適切な発言である。普及とはス

マホの普及率のように強制を受けない形でユーザの間で広まっていくことを意味して

おり、法的に強制される世田谷ナンバーは普及とは言わない。 

 

 

33 導入要綱 P4 上から 19 行目 １（１）③ 地域名表示の廃止 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479403.pdf 

 

34 田中優子世田谷区議ブログより 

https://blog.goo.ne.jp/setagayakugi-tanakayuko/e/df197e6a4e3ffe633bcbe72db462a469 

 

35 http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6473 

 世田谷区議会ストリーミング 10:15 辺りから 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479403.pdf
https://blog.goo.ne.jp/setagayakugi-tanakayuko/e/df197e6a4e3ffe633bcbe72db462a469
http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6473
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登録台数が 59％12万台に達しているため、廃止するのは適切ではないという答弁も理

由がわからない。（強制により切り替わっているだけで、区民の意思ではない）物理的

にも、現在の「品川→世田谷」の逆が起きるだけである。(新導入要綱 p5 3 行目から

4行目)36 国交省の新導入要綱を見れば、車の新規登録をしない限り、現在の世田谷ナ

ンバーを元の表示名にする必要はない。(同じく新導入要綱 p4 上から 2行目 項番３ 

P5 項番 4) 本稿項番 3 のアンケートにおける誘導行為でも記述したが、車のナンバ

ーは国が管轄しており、元の表示名に戻ったからといって、世田谷区に負担作業は発生

しないはずである。 

岩本副区長は、「アンケートの対象者抽出が不適切であったという東京高裁判決をし

っかり受け止め、今後の行政に生かしたい」と答弁し、後藤部長同様、不正アンケート

には言及しなかった。37 

区ＨＰにある区議会ストリーミングを見る限り、自ら世田谷ナンバー導入の先頭に立

っていた保坂区長が（項番 1 概要参照）直接答弁しなかったのは、区民目線で見れば、

不正アンケートに反論できないからと見ざるを得ないだろう。 

裁判が終結し勝訴すれば、許されるという問題ではなく、倫理上、不正アンケートは

 

36 新導入要綱 001479403.pdf (mlit.go.jp) 

 

37 http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6473 

 世田谷区議会ストリーミング 13:28 辺りから 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479403.pdf
http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6473
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許されないはずである。答弁を拒否し、経済産業部長らに、今回の国交省のご当地ナン

バー廃止に応募する予定はないと回答させるのであれば、不正アンケートにより導入さ

れた世田谷ナンバーは、今後も民主主義とは相いれない行為があったご当地ナンバ

ーとして、世田谷区民の間で問題にされ続けるだろう。 
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参考 大数の法則（弱法則） 

互いに独立して分布している確率変数を𝑋1 𝑋2 𝑋3 …  𝑋𝑛 とし、平均μ、任意の数値を𝜖

とすると、大数の法則は下記の式で表せる。 

lim
𝑛→∞

𝑃 |
𝑋1+𝑋2+𝑋3… +𝑋𝑛

𝑛
  -μ| ≥ 𝜖 =0  

ｎを無限に増やしていけば、標本平均（比率）
𝑋1+𝑋2+𝑋3… +𝑋𝑛

𝑛
は真の平均  μから

ϵ（＞０）以上乖離する確率はゼロである。（標本平均は、真の平均μに確率収束する） 

証明 
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確率変数 Uの平均を α分散をγ2

とすると、任意の正の数εに対して、ﾁｪﾋﾞｼｪﾌの不等式より下記の式が成り立つ。 

P |U  α| ≥ εγ ≤
 

ε2
 ここで εγ = aと置けば、ϵ =

a

γ
より、 

P |U  α| ≥ a ≤
γ2

𝛼2となる。標本平均�̅�の平均値、分散は、E �̅� = μ、Var �̅� =
𝜎2

𝑛

であるので、Uを�̅�、αを μ、𝛾2を
𝜎2

𝑛
に置き換えると P |X̅  μ| ≥ a ≤

σ2

nα2を得る。n→∞

とすれば、P |�̅�  μ| ≥ a →  となる。したがって、標本平均�̅�が区間 (𝜇  𝑎 𝜇 + 𝑎 

の外に落ちる確率は  に近づく。 

証明終わり 

さて、実際のアンケート調査（世田谷ナンバーアンケート）では、ｎは∞ではなく、

4,000件であるので、右辺は 0 にはならず 95%、99%と言った確率で表す。標本調査に

つきものの誤差（標本誤差という）も発生する。 

アンケート件数は 4,000 件 回答率約 50％なので、標本誤差は、下記のように計算で

き、標本誤差＝2√
0 5  1−0 5 

4000
=0.0158 38となる。この標本誤差を上記大数の法則に当て

はめ、任意の数値εを 1.58%とする。 

上記式は、絶対値で表しているが、わかりやすくするため両側で表記すると、下記のよ

うになる。 

 

38 世田谷区の HP を見ると、区民意識調査等の区のアンケートは、2段階抽出が行われて

いるが、世田谷ナンバーアンケートは、裁判時に世田谷区が 1段階抽出と主張したので、

1 段階抽出で計算している。 
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P �̅�     8% ≤ μ ≤ �̅� +    8% = 9 %（確率） 

但し、 

�̅� : 
∑  Xn 

4000
n=1

𝑛
 (標本平均) 

μ: 母集団（住基台帳）の平均 比率） 

問題となった60代以上の成人における年齢構成比率は、世田谷区HP統計情報により、

29.4%と計算されるので、4000 件を無作為に抽出すれば、 

下限が 4000×0.294×        8 ≡    7人、 

上限は         9    +      8 ≡   9 人となる。世田谷ナンバーアンケートでは、

60 代以上において、大数の法則から計算される推定送付数の上限値 1195人をはるかに

上回る 1467 件の回答があった。 

 

＊ 本稿の内容につきましてのご質問等は、下記メールアドレスまでお願いします。 

setagaya165@gmail.com 

 


